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１．はじめに

平成２１年６月２日（火）、山口県美祢市「山口秋芳プラザホテル」において、修学旅行のため滞

在していた小学校の一行ら２２名が一酸化炭素中毒と見られる症状により病院へ搬送され、うち１

名の小学校随行カメラマンが死亡した。

経済産業省原子力安全・保安院は、６月２日（火）に中国四国産業保安監督部の職員２名を現

地に派遣するとともに、６月５日（金）から７日（日）まで、事故の原因を調査するため、ガス関係の

専門家を派遣し、山口県警の協力を得て、事故発生時に稼働していた給湯用ボイラー及び煙突

の設置状況、当該ボイラーや建物内の一酸化炭素濃度の測定など現地調査を行った。

その結果、事故は何らかの原因によりボイラーが不完全燃焼し、高濃度の一酸化炭素が発生

していたこと及び煙突（排気筒）の先端が金属製の蓋により塞がれていたことにより高濃度の一酸

化炭素を含むボイラーからの排気が正常に外部に排出されていなかったことが要因と推定され、

この旨を６月８日（月）に公表した。

今回の事故の重大性に鑑み、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス安全小

委員会及び同高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会の下に、設置された「山口県に

おける液化石油ガス一酸化炭素中毒事故原因調査・再発防止検討委員会」（以下「検討委員会」

という。）において事故の原因の究明と再発防止について検討を行った。

捜査当局の捜査中であるものの、検討委員会は、これまでの議論を踏まえて、原因及びこれを

契機とした安全・再発防止策をとりまとめた。
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２．現地調査等

（１） 事故の状況

平成２１年６月２日（火）、山口県美祢市「山口秋芳プラザホテル」において、修学旅行のた

め滞在していた小学校の一行ら２２名が一酸化炭素中毒と見られる症状により病院へ搬送さ

れ、うち１名の小学校随行カメラマンが死亡した。２２名は小学生６名、教諭３名、同行者３名、

ホテル従業員２名、消防隊員８名であった。

当該ホテルは、３階建てで、死亡したカメラマンは３階の３１０号室を使用していた。

（２） 現地調査

原子力安全・保安院では、事故発生当日の６月２日から中国四国産業保安監督部の担当

官２名が現地で情報収集を実施した。

また、発生した一酸化炭素の経路、濃度の測定や詳細な事故原因を究明するため、６月５

日（金）から７日（日）まで、３名のガス専門家及び本院の担当官３名の調査チームと上述の監

督部の担当官２名とで現地調査を行った。その結果、以下のことが判明した。

【３名のガス専門家（五十音順）】

青木武行 (財)日本ガス機器検査協会 環境調査部長

加藤 明 高圧ガス保安協会 液化石油ガス部液化石油ガス課

佐澤重忠 高圧ガス保安協会 液化石油ガス研究所機器研究開発室長代理

① 事故発生時に稼働していた給湯用ボイラー

ア 製品概要

・ 製造者：三浦工業(株)、型式：UT-200NS、LPガス消費量：233kW、

・ 製造年月：1998年12月、給排気方式：強制排気式

イ 設置状況及び目視による機器状況

・ 設置場所：半地下１階ボイラー室

・ 当該ボイラーには燃焼状態監視機能が付属しており、燃焼状態不良の場合にはその

旨モニターに表示することが可能。

・ 目視では、当該ボイラーの給気部の金網には閉塞等は見られない。

ウ 運転・メンテナンスの状況（ボイラー運転担当のホテル従業員からの聴取）

・ ボイラー室には当該ボイラー以外に事故当日使用されていないもう１台のボイラー（製

造年月：2006年12月）が設置されており、当該ボイラーともう１台のボイラーは概ね１：２

の比率で交互に使用。

・ 運転日時、運転状況に関する詳細な記録なし。
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エ 当該ボイラーの燃焼試験

・ 燃焼実験を実施し、当該ボイラー排気部の排気検査孔に一酸化炭素濃度測定器（測

定範囲：0～30,000ppm）を挿入して測定したところ、測定上限を超える（30,000ppm超）

一酸化炭素濃度を示した。

② 煙突（排気筒）

設置状況・構造及び材質等

・ 事故当日使用していたボイラーに接続されていた煙突の先端部分に金属製の蓋が取り

付けられており、排気ができない状況になっていた。

・ 当該煙突は、建物の壁内に埋め込まれ、屋上の煙突に接続されていた。

・ 当該ボイラーの排気部から煙突の接続部までの材質は金属管。煙突そのものの材質

は、ボイラー室内のごく一部露出している部分は石綿セメント管と見られるが、全体の

材質は壁面に埋設されていることから不明であった。

・ なお、もう１台のボイラーの煙突とは全く独立していた。

③ 当該ボイラーと煙突を接続しての実証実験の一酸化炭素濃度測定結果

場所 一酸化炭素濃度
の最大値(ppm)

ボイラー周辺 約200
２階非常階段 990
３階非常階段 1,890
３階非常階段 5,000超
３１１号室内（押入） 54
３１１号室内（３１０号室側の壁） 64
３階廊下（３０１号室前） 84
３階廊下（３０２号室前） 23
３階廊下（３０６号室前） 0
３１０号室内 0
３１０号室内 0
３１０号室内 0
３１０号室内 0
３１０号室内 0
３階廊下（３１１号室前） 579
３階廊下（３１０号室前） 181
３１０号室（踏込） 15

④ 現地調査結果のまとめ

現地調査の結果、次の点が明らかとなった。

ア 当該ボイラーが不完全燃焼し、高濃度の一酸化炭素を排出していた。

イ 煙突（排気筒）の先端部分に金属製の蓋が取り付けられており、排気ができない状況に

なっていた。

ウ 当該ボイラーと煙突（排気筒）を接続した状態での実証実験において、建物３階部分に

おいて高濃度の一酸化炭素を検出した。
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これらのことから、今回の事故の発生は、何らかの原因によりボイラーが不完全燃焼し、

高濃度の一酸化炭素が発生していたこと及び煙突（排気筒）の先端が金属製の蓋により

塞がれていたことにより高濃度の一酸化炭素を含むボイラーからの排気が正常に外部に

排出されていなかったことが要因と推定される。

（３） 検討委員会

液化石油ガス及び都市ガスの両分野における一酸化炭素中毒事故は、最近１０年間を

みると毎年約２０数件が発生している。液化石油ガス一酸化炭素中毒事故は主として換気

不良や換気設備・燃焼機器の不適切な保守管理に起因して発生しており、都市ガスでも

同様の原因で一酸化炭素中毒事故が発生し得る。

今回の事故は、最近１０年間に発生した事故の中では、死者・症者数が最も多い事故で

ある。

こうしたことから、当該事故の重大性に鑑み、現地調査結果に基づく原因究明と再発防

止の検討を行うため、検討委員会が設置された。

【委員（五十音順）】

青木 武行 財団法人日本ガス機器検査協会環境調査部長

酒井 信介 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻教授

鶴田 俊 総務省消防庁消防大学校消防研究センター技術研究部特殊災害研究室長

○土橋 律 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻教授

難波 三男 高圧ガス保安協会液化石油ガス研究所長

＊： ○は座長

【委員会の開催】

第1回 平成21年6月24日 事故内容の確認、現地調査結果の検討等

第2回 平成21年8月26日 緊急調査の実施状況の報告等

第3回 平成21年11月6日 緊急調査結果、原因と再発防止策についての検討

① 検討委員会での主な意見

検討委員会において、委員から出された主な意見は次のとおり。

・ 不特定多数の公衆が出入りする場での燃焼機器等の安全管理のあり方が重要。

・ 緊急調査を速やかに実施する必要がある。また、誰が実施するかが重要。経営者やオー

ナーがやることが有効だと思うが専門家ではないので、今回学んだことだけでもいいので、

チェック項目を作ってみてはどうか。

・ 燃焼状態についてメーカーが対応をとれないのであれば、技術基準上、最低限、覗き窓を
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つけるべきではないか。

・ 燃焼機器からの一酸化炭素排出を防止するため、燃焼機器内圧が外圧よりも高くなった

らシャットダウンするとか、ガスをカットオフするとかの技術開発が必要ではないか。

・ 一酸化炭素を検知して危険を知らせて安全を確保するには、一酸化炭素警報器は有効

な手段ではないか。

・ 今回緊急調査で行った自主点検制度を定期的に実施していくことや、台風、地震時に実

施する仕組みを策定してはどうか。

・ 燃焼機器からの一酸化炭素の発生を防止するため、ボイラーメーカーによる技術の開発

などの取組が必要ではないか。

・ ホテル等のオーナーが設備のチェックを行った結果について、利用者が確認できる仕組

みが必要ではないか。

・ 今回の事故は、ホテルのオーナーの意識があまりにも低かったことが問題であり、大型ボ

イラーに対する資格制度よりも簡易な資格制度ないし格付制度創設など、オーナーの意

識が機能する仕組みが必要ではないか。

・ 産業界の自主保安を促すのであれば、まずは、ボイラーメーカー、ホテル・旅館業界から

自主保安を提案させ、どこまでできるか見極めるべきではないか。

・ 燃焼器具の排気について注意を促す場合には、さまざまなチャンネルなどを使って、漏れ

なく周知するということが重要ではないか。

（４） ホテル・旅館の排気筒、ボイラー等緊急調査

① 調査結果

全国のホテル・旅館５２，９７２軒に対し、調査票を送付し、２０，１３３軒から回答があり、異

常の有無の状況は次のとおりであった。

（単位：軒）

異常のないことが確認されたホテル・旅館 20,000
何らかの異常が確認されたホテル・旅館 133

うち対応済みのホテル・旅館 123
うち対応を予定しているホテル・旅館 10

合計 20,133

※ 対応を予定しているホテル・旅館数は10月30日現在

また、異常の内容は次のとおりであった。

（単位：軒）

異常のあった項目 対応済み 対応予定 計

①燃焼器の異常 給排気部の異常・目詰まり 56 0 56
給気ファン・排気ファンの異常 53 4 57

②煙突（排気筒）の 煙突と燃焼器の接続不良 59 4 63
異常 煙突先端部の閉そく 50 0 50

居室内への排気流入 42 0 42
③厨房・ボイラー室 窓・開口部がないなど換気異常 58 3 61
の換気状況の異常 換気設備の目詰まり 61 0 61
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※ 一つのホテル・旅館の簡易ボイラー等で複数の異常項目がある場合があるため、この表の

合計と前表の何らかの異常が確認されたホテル等133軒とは合致しない。

今回実施した緊急調査では、回答のあった全国のホテル・旅館２０，１３３軒のうち、１３３

軒において燃焼機器、煙突（排気筒）、厨房・ボイラー室の換気状況に異常のあることが確認

された。

このうち、これまでに１２３軒では既に対応が取られたことを確認しており、今後の対応を予

定している施設は１０軒であった。

② 評価

今回の調査結果を踏まえ、ホテル・旅館においては自ら定期的に簡易ボイラー等の点検を

行い、異常が確認された場合には、速やかに改善するための措置を講ずるべきである。

また、経済産業省は、今後の対応を予定している１０軒について、所在地を所管する各産

業保安監督部を通じて、改善状況などを確認する他、関係機関とも協力の上、改善に向けた

対応をすべきである。さらに、引き続きホテル・旅館に対し自ら定期的に簡易ボイラー等の点

検を実施するよう継続的な周知活動を行うべきである。

なお、沖縄県庁及び県内関係機関では、過去の一酸化炭素中毒事故を受けて、一般家庭

を中心にホテル・旅館にも給湯器等について室外設置を指導することにより一酸化炭素中毒

事故のリスク低減を図っている。

３．安全・再発防止対策について

今回の事故の要因は、煙突に蓋がされた閉塞状態のために排気が正常に行われなかった

事象にボイラーから不完全燃焼による高濃度の一酸化炭素が発生した事象が重なったもので

ある。

今回使用されていたボイラーは大気開放型であることから、圧力のかかるボイラーを規制

対象とする労働安全衛生法の対象外であり、また、現在制定されている日本工業規格（ＪＩＳ）

においては、一酸化炭素警報器や不完全燃焼防止装置の設置に係る規定はない。

煙突については、当該ホテルでは、煙突の先端を閉塞する工事をしておりその工事が行わ

れていたことをオーナーが承知していなかったこと、建物が３階建てであるため屋上にある煙

突の先端が塞がれていることを把握できなかったなど、今回は特異な事故であったと言わざる

をえない。

他方、今回の検討委員会を契機に今回の事故にとどまらず、将来的な対応を含め同様の

事故を防止するための対策について議論が行われた。

本とりまとめにおいては、これらを幅広く取り上げ今後の各関係者の積極的な取組を促すも

のである。

（１） ホテル・旅館が取り組むべき対策
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① 高い安全意識の継続的維持

事故を防止するには、ホテル・旅館のオーナーの安全意識を高く保ち続けることが重要

である。また、台風、地震等の災害の後には、燃焼機器、煙突（排気筒）等に支障をきたす

場合があり、こうした場合、オーナーが自主的なチェックを継続するような仕組みが必要で

ある。

７月２９日に行われた注意喚起においては、あわせて実施された緊急調査の中で、オー

ナー自らが所有するボイラー、煙突に対して自主的なチェックができるよう「自主調査項目

リスト」が配布されている。自主チェックを通じて、オーナーの安全意識の向上に成果があ

ったと考えられる。

また、１０月１５日に行われた注意喚起においては、台風、地震などの大規模災害の後

にオーナー自らによるボイラー、煙突の点検を促すチラシが配布されており、オーナーの

安全意識を改めて高めたと考えられる。

今後も、オーナーに対しては、ガス事業者等による周知活動を通じて継続的な注意喚起

が行われることとなっており、これに応じてオーナーが高い安全意識を継続的に維持する

ことが求められる。

② 一酸化炭素警報器の設置

一酸化炭素警報器は、不完全燃焼によって発生した一酸化炭素を検知し、一酸化炭素

の発生を音声及びランプにより警報し、特に人的被害を防止する有効な機器である。

近年、換気や清掃等の基本を怠ることに起因する一酸化炭素中毒事故が多発している

業務用厨房需要家に対して、ガス事業者が注意喚起とともに自主的な取組として一酸化

炭素警報器の設置を行っている。

こうした取組を参考にしつつも、本来、ボイラーの日常の管理責任はその所有者である

オーナーにあることから、火災警報器やガス漏れ警報器と同様に一酸化炭素警報器の設

置についても、管理の一環としてオーナー自らの責任において設置することが基本である。

なお、ガスに起因する一酸化炭素事故が発生した際、原子力安全・保安院が報道発表

する資料においても、注意喚起項目として一酸化炭素警報器の設置を薦めている。

③ 設備の安全情報の自主的な開示

ホテル・旅館がサービス内容を開示するにあたり、ボイラーを含む所有設備のメンテナ

ンス履歴等の安全に関する情報を自主的に開示することについて、例えば安全対策として

ボイラー等のチェックを実施し、その実施内容を容易に確認できるようホームページに掲載

するなど検討するべきではないか。ホテル・旅館にとってのインセンティブとしては、安全性

のＰＲにつながるとともに、消費者にとっては選択肢の拡大になり観光振興にも資する。ま

た、ホテル・旅館のオーナーが代わった際に、メンテナンス履歴、図面の引継ぎが円滑に

なることが期待される。安全情報の開示については、ホテル・旅館にとってより多くのメリッ

トに繋がり、自主的に開示することのインセンティブが働く工夫をするとともに対外的にわ

かりやすい格付制度についても検討すべきである。

④ 講習会等への参加
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ホテル・旅館のオーナーが日常の管理責任を果たし、自主的・定期的な点検が行えるよ

う、ボイラーメーカーが開催する講習会・研修会へ積極的に参加すべきではないか。

さらに、国、地方公共団体等の関係者が協力する仕組みによりボイラー使用者としての

関心度合いを深めることも重要である。

（２） 事業者が取り組むべき対策

ボイラーメーカー、ガス事業者等は以下の対策に取り組むべきである。

① 一酸化炭素検出機能を搭載した業務用ガス温水機器のＪＩＳ制定

現在、家庭用の半密閉式ガス瞬間湯沸器については、不完全燃焼防止装置や一酸化

炭素検出センサーを搭載した機器についてのＪＩＳが制定されている。

家庭用の小型給湯器に搭載されている不完全燃焼防止装置は、排ガス温度・排ガス流

速の制限がある上、温度・流速・排ガス成分・経年による影響が大きく、検出にはシーケン

ス制御と補正を含めた測定技術が必要であるなど、業務用ボイラーへの適用は技術的に

解決すべき課題も残されている。

現状では、一酸化炭素検知器（センサー）は、計測器メーカーが開発し、ボイラーメーカ

ーはこの一酸化炭素検知器を基に不完全燃焼防止装置として開発することになる。これら

の実態を踏まえ、不完全燃焼防止装置の技術開発は、ボイラーメーカーと計測器メーカー

が連携して行うことが重要である。このため、ボイラーメーカーと計測器メーカーが連携し

て、これらの技術的課題を解決することで、不完全燃焼防止装置を搭載した業務用ガス温

水機器を開発し、これを対象としたJISを早期に検討し、原案を作成することが求められる。

なお、業界の自主的な取組として、財団法人日本ガス機器検査協会は平成２２年4月か

らは不完全燃焼防止装置を搭載したＦＥ式（強制排気式）半密閉式ガス瞬間湯沸器につい

て「業務用ガス温水機器検査規程」の適用を開始する予定である。このように業界による

自主的な検査が一部の形式の機器で始まることにより、全ての業務用ガス温水機器への

不完全燃焼防止装置の搭載が加速化されることが期待される。

② ボイラーメンテナンス契約締結の促進

メーカーとホテル・旅館とのボイラーメンテナンス契約の締結率は、現在１０％程度に過

ぎない。このため、日本暖房機器工業会の策定した「温水ボイラの保守・点検・整備の実

務に関するガイドライン」を活用してメンテナンス契約締結の推進を図ることが重要である。

ボイラーの燃料の多くは石油系であり、ガスは１～２割程度に過ぎないが、ガス事業者

も協働し、ボイラーメーカーやガス事業者が配布する周知チラシにメンテナンス会社の連

絡先も記載し、メンテナンス契約の締結を側面的に促進することが重要である。

また、メンテナンス契約の促進を図るため、メンテナンス契約締結率を把握することが重

要である。例えば、日本暖房機器工業会業務用ボイラ部会から契約締結状況の報告を定

期的に受け、契約締結率の向上に向けて継続的に改善を図ることが必要である。

ただし、メンテナンス契約締結の促進のためには、ボイラー使用者であるホテル・旅館の
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事業者の協力が必要である。

③ 一酸化炭素警報器の設置基準・ガイドラインの策定

一酸化炭素の発生とその流動形態は多様であり、特に、拡散状況が温度を含む室内環

境により差異が生ずることから、ホテル・旅館を含め一酸化炭素警報器の設置方式を一律

に規定することは技術的な困難があるが、法的には設置が義務化されていない一酸化炭

素警報器の設置促進の観点からは、国の協力も得ながら、ガス事業者などの関係業界が

中心となって設置のためのガイドラインを策定すべきである。

このため、今回の事故を含めた過去の一酸化炭素中毒事故事例を徹底して分析すると

ともに業務用厨房ガス消費機器使用時に発生する一酸化炭素濃度の実態調査等を踏ま

えて実効性のある一酸化炭素警報器の設置基準・ガイドラインの策定が必要である。また、

業務用一酸化炭素警報器の性能を確保するための検定基準の作成も必要である。

④ ガス事業者等による周知活動の継続

今回のホテル・旅館への注意喚起は、ガス事業者等の協力も得て進められた。ホテル

のオーナーが高い安全意識を維持するためにも、今後とも、ガス事業者等による周知活動

を通じてオーナーへ漏れなく注意喚起を継続的に実施することは非常に有効である。

⑤ オーナーの意識を高めるための講習会、資格取得等の実施

ボイラーメーカーは、ホテル・旅館のオーナーの当事者意識を高めるために講習会・研

修会を開催し、オーナーが日常の管理責任を果たし、自主的・定期的な点検を行うような

仕組みを検討すべきである。例えば、講習会・研修会の受講者が緊急調査を実施した際

のチェックリストについて自らが確認できるようにし、受講者に受講修了証を発行するよう

な簡易な資格制度の創設といったものである。また、講習会・研修会の実効性を高めるた

め国、地方公共団体との連携を図るべきである。

（３） 国等が取り組むべき対策

経済産業省は、次の取組について、継続的にフォローアップを行い、安全対策を発展させて

いくことが重要である。

① 関係省庁の連携

今回の事故での一酸化炭素の発生源はホテルに設置されているＬＰガスを燃料とする

ボイラーであった。今回の事故は特異な要因に起因するものと考えられるが、同様の事故

を防止するためには、修学旅行の滞在先であったホテルという発生場所、ボイラー等の燃

焼機器、その燃料種に関しては複数の省庁が関係する。不完全燃焼に伴い発生する一酸

化炭素中毒を防止するためには、単独の省庁ではその対応に限界もあることから、関係

省庁の協力と連携が不可欠である。なお、ボイラーの室外設置を指導しＣＯ中毒事故対応

をしている地方公共団体もある。
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ホテル・旅館への周知活動については、旅館業法を所掌する厚生労働省、国際観光ホ

テル整備法を所掌する国土交通省とも連携をとり実施していく必要がある。

② 今回のボイラー等を対象とした規格・規制の検討の推進・働きかけ

（２）①中において、事業者に一酸化炭素検出機能を搭載した業務用ガス温水機器のＪＩ

Ｓ原案作成に早期に取り組むことを求めたところであるが、国は、不完全燃焼防止装置等

を搭載した業務用ボイラーの開発に向けた業界間の協力や、開発後は早期の日本標準

調査会の関連部会の開催等、事業者の取組を積極的に推進する必要がある。

また、今回の事故で一酸化炭素の発生源となったボイラーについては規制を受けてい

ないが、今回のように不特定多数の公衆が出入りする場での当該ボイラーの使用につい

ては、厚生労働省、消防庁など関係省庁と連携をとり一酸化炭素中毒防止及び公衆災害

防止の観点から規制の在り方を検討することが望まれる。

③ 注意喚起の継続的発出

オーナーの安全意識の維持、事業者による自主的な対応の促進のために、国がオーナ

ーに対し漏れなく注意喚起を継続的に行うことが必要である。また、一酸化炭素中毒を含

む事故情報の速やかな開示、事業者の自主的活動の支援、あらゆる機会やさまざまなチ

ャンネルを利用した効果的な広報活動を継続することも必要である。

④ 一酸化炭素中毒防止に関する技術開発の推進

現在、国においては平成２０年度から平成２３年度まで「次世代高信頼性ガスセンサ

ー技術開発」において、革新的なセンシング技術に基づいて長期間の信頼性を有する

電池駆動式の一酸化炭素センサーの技術開発が行われている。こうした技術開発を通

じて、一酸化炭素警報器の高度化と普及、一酸化炭素センサー内蔵機器の開発が促

進され、一酸化炭素中毒の未然防止に寄与することから、引き続き技術開発を推進す

べきである。

あわせて、一酸化炭素警報器の設置のガイドラインについても、事業者と協力して検討

を進めるべきである。

４．おわりに

今回の事故を踏まえて検討委員会で検討された安全・再発防止策を効率的に実施していくに

は、多くの関係者及び関係機関の協力と連携を必要とするが、まず機器の使用者自らが換気や

清掃の励行に留意して、安全に機器を使用することが基本である。

今回の安全・再発防止策については、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギー部会ガス

安全小委員会及び同高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会に報告の上、小委員会

及び部会において更なる検討を行う。
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【参考資料】

資料１ 山口県における液化石油ガス一酸化炭素中毒事故原因調査・再発防止検討委員会の

設置について

資料２ 山口県美祢市の宿泊施設において発生した一酸化炭素中毒に係る現地調査の結果に

ついて

資料３ ホテル、旅館における簡易ボイラー等使用時の一酸化炭素中毒事故防止に関する緊急

調査

資料４ １０月１５日付 ホテル、旅館への再度の注意喚起



山口県における液化石油ガス一酸化炭素中毒事故原因調査

・再発防止検討委員会の設置について

１．設置の趣旨

平成２１年６月２日、山口県の宿泊施設において２２名が病院に搬送され、

うち１名が死亡する液化石油ガス一酸化炭素中毒事故が発生した。

液化石油ガス一酸化炭素中毒事故は、主として換気不良や換気設備・燃焼器

の不適切な保守管理に起因して発生しており、都市ガスでも同様の原因で一酸

化炭素中毒事故が発生しうる。

ＬＰガス及び都市ガスの両分野における一酸化炭素中毒事故は、最近１０年

間をみると毎年約２０数件が発生しており、今回の事故は、最近１０年間に発

生した事故の中では、死者・症者数が最も多い事故である。

このようなことから、当該事故の重大性にかんがみ、現地調査結果による原因

調査と再発防止の検討を行うため、総合資源エネルギー調査会都市熱エネルギ

ー部会ガス安全小委員会及び同高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部

会の下に、合同で山口県における液化石油ガス一酸化炭素中毒事故原因調査・

再発防止検討委員会を設置することとする。

２．主な検討事項

・事故原因調査について

・再発防止について

【参考】検討体制（組織図）

参考資料１
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山山口口県県美美祢祢（（みみねね））市市のの宿宿泊泊施施設設ににおおいいてて発発生生ししたた一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒
事事故故にに係係るる現現地地調調査査のの結結果果ににつついいてて

平成２１年６月２４日
経 済 産 業 省
原子力安全・保安院
液化石油ガス保安課
ガ ス 安 全 課

１１．．概概要要
○平成２１年６月２日（火）、山口県美祢（みね）市「山口秋芳（しゅうほう）プラ
ザホテル」において、修学旅行のため滞在していた小学校の一行ら２２名がＣＯ中
毒と見られる症状により病院へ搬送され、うち１名の学校随行カメラマンが死亡し
た。

○当省は、本件事故の原因究明を行うため、ガス関係の専門家を派遣し、山口県警の
協力を得て、以下の項目について現地調査を行った。

（１）６月５日（金）、事故発生時に稼働していた給湯用のボイラー及び煙突（排気筒）
の設置状況や運転状況に関する実地確認

（２）同日、当該ボイラーの燃焼試験による排気中の一酸化炭素濃度の測定
（３）６月６日（土）、当該ボイラー燃焼時における建物内での一酸化炭素濃度の測定

２２．．現現地地調調査査のの実実施施日日時時・・場場所所・・調調査査チチーームム構構成成員員
（１）日時：平成２１年６月５日(金)～７日（日）
（２）場所：山口秋芳プラザホテル（山口県美祢市）
（３）構成員（専門家）：

・青木武行 (財)日本ガス機器検査協会 環境調査部長
・加藤 明 高圧ガス保安協会 液化石油ガス部液化石油ガス課
・佐澤重忠 高圧ガス保安協会 液化石油ガス研究所 機器研究開発室長代理
＊これに加え、原子力安全・保安院本院より３名参加し６名で構成。また、中国四
国産業保安監督部より２名参加。

３３．．事事故故発発生生時時にに稼稼働働ししてていいたた給給湯湯用用ボボイイララーーににつついいてて
（１）製品概要

・製造者：三浦工業(株)、型式：UT-200NS、LPガス消費量：233Kw、
製造年月：1998 年 12月、給排気方式：強制排気式

（２）設置状況及び目視による機器状況
・設置場所：地下１階ボイラー室（別添１－図１）
・ボイラーには燃焼状態監視機能が付属しており、燃焼状態不良の場合にはその
旨モニターに表示することが可能。

・目視では、ボイラーの給気部の金網には閉塞等は見られない。
（３）運転・メンテナンスの状況（ボイラー運転担当のホテル従業員からの聴取）

・ボイラーは事故発生時に稼働していた給湯用ボイラー以外に事故当日使用され
ていないもう１台のボイラー（製造年月：2006 年 12 月）がボイラー室に設置
されており、事故時に稼働していたボイラーともう１台のボイラーは概ね１：
２の比率で交互に使用。

・何月何日にどう運転したかの詳細な記録なし。
（４）当該ボイラーの燃焼試験の結果

・単独での燃焼実験を実施し、ボイラー排気部の排気検査孔に一酸化炭素濃度測
定器（測定範囲：0~30000ppm）を挿入して測定したところ、測定上限を超える

参考資料２
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（30000ppm超）の一酸化炭素濃度を示した。

４４．．煙煙突突（（排排気気筒筒））ににつついいてて
設置状況・構造及び材質等
・ホテル建物内における設置位置は（別添１－図１～４） のとおり。
・煙突（排気筒）の先端部分に金属製の蓋が取り付けられており、排気ができな
い状況になっていた。

・当該煙突（排気筒）は、建物の壁内に埋め込まれ、屋上の煙突に接続。
・ボイラーの排気部から煙突（排気筒）の接続部までの材質は金属管。煙突（排
気筒）そのものの材質は、ボイラー室内のごく一部露出している部分は石綿セ
メント管と見られるが、全体の材質は壁面に埋設されていることから不明。

・なお、もう１台のボイラーの煙突（排気筒）とは全く独立。

５５．．当当該該ボボイイララーーとと煙煙突突（（排排気気筒筒））をを接接続続ししててのの実実証証実実験験
（１）測定器具

１）一酸化炭素濃度測定器（ＣＯメータ）
・計２台（測定範囲：0 ～ 4990 ppm（１台）、測定範囲：0 ～ 30000 ppm（１台））
・測定員が手持ちで移動しながら濃度を計測（別添２－ 写真１）。

２）一酸化炭素計
・計５台（測定範囲：0~300ppm）
・３階廊下・客室の壁面に設置し、ピーク濃度を記録（別添２－ 写真２）。

３）電気化学式ＣＯセンサ
・計８台（測定範囲：0～ 5000 ppm）
・室内の濃度を連続的に出力・記録（別添２－ 写真３）。

（２）測定方法
・測定箇所（別添１参照）
・上記１）の一酸化炭素濃度測定器：別添１－図１～４中ア～エの 箇所を、２名
の測定員が各自測定器を携帯し、廊下・非常階段等を移動して測定。

・上記２）の一酸化炭素計：別添１－図４中 Ａ～Ｅの箇所を測定。測定高さは床
面から１００ｃｍから１９０ｃｍ。

・上記３）の電気化学式ＣＯセンサ：別添１－図４中１～８の 箇所を測定。測定
高さは床面から９０ｃｍから２２０ｃｍ。

（３）測定条件
・当該ボイラーを３０分間運転。
・ボイラー室は、事故発生当時と同じく窓を開放し、換気扇を稼働。
・３１０号室及び３１１号室の入口の扉、非常階段の扉は閉めて測定。
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（４）測定結果

測定箇所 場所 一酸化炭素濃度の最大値（ppm）
ア ボイラー周辺 約２００

イ ２階非常階段 ９９０

ウ ３階非常階段 １８９０

エ ３階非常階段 ５０００超

Ａ ３１１号室内（押入） ５４
Ｂ ３１１号室内（３１０号室側 ６４

の壁）
Ｃ ３階廊下（３０１号室前） ８４
Ｄ ３階廊下（３０２号室前） ２３
Ｅ ３階廊下（３０６号室前） ０
① ３１０号室内 ０
② ３１０号室内 ０
③ ３１０号室内 ０
④ ３１０号室内 ０
⑤ ３１０号室内 ０
⑥ ３階廊下（３１１号室前） ５７９
⑦ ３階廊下（３１０号室前） １８１
⑧ ３１０号室（踏込） １５
ア～エは一酸化炭素濃度測定器
Ａ～Ｅは一酸化炭素計
①～⑧は電気化学式ＣＯセンサ

６６．．調調査査結結果果ののままととめめ
今回の調査により次の点が明らかとなっている。
・当該ボイラーが不完全燃焼し、高濃度の一酸化炭素を排出していた。
・煙突（排気筒）の先端部分に金属製の蓋が取り付けられており、排気ができない
状況になっていた。

・当該ボイラーと煙突（排気筒）を接続した状態での実証実験において、建物３階
部分において高濃度の一酸化炭素を検出した。

今回の事故の発生は、何らかの原因によりボイラーが不完全燃焼し、高濃度の一酸
化炭素が発生していたこと及び煙突（排気筒）の先端が金属製の蓋により塞がれてい
たことにより高濃度の一酸化炭素を含むボイラーからの排気が正常に外部に排出され
ていなかったことが要因と推定される。
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図１．地下１階見取り図

事故発生時使用していたボイラー

ア-
5

排気筒

ア：一酸化炭素測定器（ＣＯメータ）による測定箇所
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図２．１階見取り図

排気筒-
6

イ：一酸化炭素測定器（ＣＯメータ）による測定箇所

図３．２階見取り図
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図４．３階見取り図

ウ～エ：一酸化炭素測定器（ＣＯメータ）による測定箇所
�～�：一酸化炭素計設置箇所
①～⑧：電気化学式��センサ設置箇所

床面からの高さ（単位ｃｍ）
� １００ ① ２２０ ⑥ １７０
� １９０ ② ２００ ⑦ １７０
� １２０ ③ １９０ ⑧ １７０
� １２０ ④ １９０
� １２０ ⑤ ９０

�

別
添
１

エ ウ

排気筒

パイプスペース
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測測定定機機器器写写真真

別添２

写真１��

一酸化炭素濃度測定器
（ＣＯメータ）

写真１��

酸化炭素濃度測定器
※本写真は、メーカーから提供

（ＣＯメ タ）

写真２

一酸化炭素計

写真３

電気化学式ＣＯセンサ

一酸化炭素濃度測定器
（ＣＯメータ）

- 8 -



（参考）写真

写真１．ボイラー外観

�
写真２．ボイラー内部（正面）



給気口

��

写真３．ボイラー内部（側面）

写真４．ボイラー給気口



写真５．ボイラー排気部

サンプリング
CO測定箇所

��

写真６．ボイラー排気筒と煙突との接続部



写真７．煙突立ち上がり部

��
写真８．煙突内部

石綿セメント管



写真９．煙突先端（事故発生時）

金属製の蓋

��
写真１０．煙突先端（蓋取り外し後）



写真１１．煙突先端（蓋取り外し後）

石綿セメント管

��写真１２．煙突及び金属製の蓋

金属製の蓋



排気筒を繋ぎ
替え屋外へ

写真１３．単独燃焼試験時の排気筒の接続状況

��

替え屋外へ
排気

写真１４．単独燃焼試験時の排気筒の接続状況



写真１５．３１０号室
（６台のCOセンサを設置）

COセンサ

��

COセンサ

写真１６．３階非常階段前
（２台のCOセンサを設置）



一酸化炭素計

一酸化炭素計

写真１７．３１１号室（２台の一酸化炭素計を設置）

�	

一酸化炭素計

写真１８．３階廊下（３台の一酸化炭素計を設置）



写真１９．３階非常階段

矢印の地点で
5000ppm超

階段途中では
1,890ppm

�
写真２０．一酸化炭素測定器による測定の様子

表示はオーバーレンジ
（5000ppm超）



写真２１．スモークテスト
（３１１号室前、パイプスペース）

��

写真２２．スモークテスト
（３階外壁）
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本本年年６６月月２２日日にに山山口口県県美美祢祢（（みみねね））市市ののホホテテルルににおおいいてて、、２２２２名名がが
病病院院にに搬搬送送（（ううちち１１名名がが死死亡亡））さされれるる一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒事事故故がが発発生生
ししままししたた。。

この事故を受けて、経済産業省原子力安全・保安院で現地調査を
実施したところ、
○○ ボボイイララーーかからら高高濃濃度度のの一一酸酸化化炭炭素素（（※※））がが排排出出さされれてていいたたこことと
○○ 当当該該ボボイイララーーのの排排気気筒筒（（煙煙突突））のの上上部部にに蓋蓋がが取取りり付付けけらられれ排排気気
ががででききなないい状状況況ででああっったたこことと
が確認されました。
※一酸化炭素は無色・無臭の気体であり、吸い込んでしまうと頭痛・めまい、更には死亡
に至ることもあります。

ホホテテルル・・旅旅館館ののオオーーナナーーのの皆皆様様へへ
～～緊緊急急調調査査実実施施ののおお願願いい～～

別紙

このような事故の再発防止のために、関係者の協力の下、ホホテテルル・・旅旅館館のの
オオーーナナーーのの皆皆様様に、簡易ボイラー等（※）、排気設備などについて、自自主主的的
なな緊緊急急調調査査のの実実施施をお願いすることといたしました。
� 裏裏面面のの「「緊緊急急調調査査項項目目」」をを確確認認ししててくくだだささいい。。
※ 労働安全衛生法における「簡易ボイラー」（労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第
１３条第３項第２５号に掲げるもの）並びに「無圧式温水発生機」（今回の事故時にホテルで稼働して
いたもの）及び「真空式温水発生機」を指し、ガスだき、油だきがあります。

事事故故をを未未然然にに防防止止すするるたためめににはは、、日日頃頃かからら適適
切切なな設設備備のの管管理理がが重重要要でですす！！！！

ここののたためめ、、当当院院でではは

煙突を閉塞

ササンンププリリンンググ
��測測定定箇箇所所

ボボイイララーー排排気気部部

この中で計測�����ｐｐｍ超
のＣＯ検出金金属属製製のの蓋蓋

煙煙突突先先端端



緊急調査項目

１１．．燃燃焼焼器器（（「「簡簡易易ボボイイララーー等等」」ののここととををいいいいまますす。。以以下下同同じじ。。））のの燃燃料料
□□ ＬＬＰＰガガスス □□都都市市ガガスス □□そそのの他他石石油油系系燃燃料料

２２．．燃燃焼焼器器のの給給排排気気部部
・燃焼器の給気部分に異常はないか 目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり
・給気ファン、排気ファンに異常はないか

□異常なし □異常あり

３３．．煙煙突突・・排排気気筒筒
・煙突と燃焼器の接続は、隙間の無いように確実に行われているか

□異常なし □異常あり

異異常常ががああっったた場場合合ににはは使使用用をを中中止止しし、、速速ややかかににボボイイララーーメメーーカカーー、、
ガガススのの販販売売店店等等にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。
※※本本調調査査のの実実施施ににかかかかるるおお問問いい合合わわせせににつついいててはは、、原原子子力力安安全全・・保保安安院院液液化化石石油油ガガスス保保安安課課（（���������	
�））
又又ははガガスス安安全全課課（（������������））ままででおお願願いいししまますす。。

・煙突の先端部には蓋や障害物等はないか
□異常なし □異常あり

・煙突からの排気が居室内に流れ込んでいないか
□異常なし □異常あり

４４．．厨厨房房ややボボイイララーー室室のの換換気気状状況況
・窓、開口部等により換気（給気及び排気）が可能な構造になっているか

□異常なし □異常あり
・換気設備に目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり









報告書枚数 枚 （ 枚／ 枚）

（（注注））燃燃焼焼器器（（「「簡簡易易ボボイイララーー等等」」ののここととををいいいいまますす。。以以下下同同じじ。。））がが複複数数ああるる場場合合はは、、そそれれぞぞれれ別別葉葉でで報報告告願願いいまますす。。

緊緊 急急 調調 査査 実実 施施 報報 告告 書書

平成 年 月 日

保健所 殿

報報告告者者：：会 社 名

施設名称

施設住所

代表者名

連 絡 先

※ ２枚目以降は、施設名称のみ記入してください。

【施設規模】

施設規模（客室数） 1～10 室 11～100 室 101 室以上

該当に○を付してください

平成２１年 月 日付けの調査依頼について、主な結果を次のとおり報告いたします。

記

１１．．燃燃焼焼器器のの燃燃料料

□ＬＰガス □都市ガス □その他石油系燃料

２２．．燃燃焼焼器器のの給給排排気気部部

・燃焼器の給気部分に異常はないか 目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

・給気ファン、排気ファンに異常はないか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

３３．．煙煙突突・・排排気気筒筒

・煙突と燃焼器の接続は、隙間の無いように確実に行われているか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

・煙突の先端部には蓋や障害物等はないか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

・煙突からの排気が居室内に流れ込んでいないか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

４４．．厨厨房房ややボボイイララーー室室のの換換気気状状況況

・窓、開口部等により換気（給気及び排気）が可能な構造になっているか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）

・換気設備に目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり（□対応済み □対応予定）



＜サンプル＞

年 月 日

緊急調査実施報告書送付状

産業保安監督部

保安課 あて

保健所

平成２１年 月 日付けの調査依頼について、ホテル、旅館より報告のあった

緊急調査実施報告書をお送りします。

記

１．所管区域内に配布したホテル、旅館の施設数

２．提出された報告書数







本本年年６６月月２２日日にに山山口口県県美美祢祢（（みみねね））市市ののホホテテルルににおおいいてて、、２２２２名名がが
病病院院にに搬搬送送（（ううちち１１名名がが死死亡亡））さされれるる一一酸酸化化炭炭素素中中毒毒事事故故がが発発生生
ししままししたた。。

この事故を受けて、経済産業省原子力安全・保安院で現地調査を
実施したところ、
○○ ボボイイララーーかからら高高濃濃度度のの一一酸酸化化炭炭素素（（※※））がが排排出出さされれてていいたたこことと
○○ 当当該該ボボイイララーーのの排排気気筒筒（（煙煙突突））のの上上部部にに蓋蓋がが取取りり付付けけらられれ排排気気
ががででききなないい状状況況ででああっったたこことと
が確認されました。
※一酸化炭素は無色・無臭の気体であり、吸い込んでしまうと頭痛・めまい、更には死亡
に至ることもあります。

ホホテテルル・・旅旅館館ののオオーーナナーーのの皆皆様様へへ
～～緊緊急急調調査査実実施施ののおお願願いい～～

別紙

このような事故の再発防止のために、関係者の協力の下、ホホテテルル・・旅旅館館のの
オオーーナナーーのの皆皆様様に、簡易ボイラー等（※）、排気設備などについて、自自主主的的
なな緊緊急急調調査査のの実実施施をお願いすることといたしました。
� 裏裏面面のの「「緊緊急急調調査査項項目目」」をを確確認認ししててくくだだささいい。。
※ 労働安全衛生法における「簡易ボイラー」（労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第
１３条第３項第２５号に掲げるもの）並びに「無圧式温水発生機」（今回の事故時にホテルで稼働して
いたもの）及び「真空式温水発生機」を指し、ガスだき、油だきがあります。

事事故故をを未未然然にに防防止止すするるたためめににはは、、日日頃頃かからら適適
切切なな設設備備のの管管理理がが重重要要でですす！！！！

ここののたためめ、、当当院院でではは

煙突を閉塞

ササンンププリリンンググ
��測測定定箇箇所所

ボボイイララーー排排気気部部

この中で計測�����ｐｐｍ超
のＣＯ検出金金属属製製のの蓋蓋

煙煙突突先先端端



緊急調査項目

１１．．燃燃焼焼器器（（「「簡簡易易ボボイイララーー等等」」ののここととををいいいいまますす。。以以下下同同じじ。。））のの燃燃料料
□□ ＬＬＰＰガガスス □□都都市市ガガスス □□そそのの他他石石油油系系燃燃料料

２２．．燃燃焼焼器器のの給給排排気気部部
・燃焼器の給気部分に異常はないか 目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり
・給気ファン、排気ファンに異常はないか

□異常なし □異常あり

３３．．煙煙突突・・排排気気筒筒
・煙突と燃焼器の接続は、隙間の無いように確実に行われているか

□異常なし □異常あり

本本緊緊急急調調査査項項目目ににつついいててはは、、別別途途、、保保健健所所かからら正正式式なな調調査査要要請請ががままいいりりまますすののでで、、ＬＬＰＰガガスス事事業業者者、、
ガガスス事事業業者者、、ボボイイララーーメメーーカカーーにに提提出出ししてて頂頂くく必必要要ははあありりまませせんん。。

異異常常ががああっったた場場合合ににはは使使用用をを中中止止しし、、速速ややかかににボボイイララーーメメーーカカーー、、
ガガススのの販販売売店店等等にに連連絡絡ししててくくだだささいい。。
※※本本調調査査のの実実施施ににかかかかるるおお問問いい合合わわせせににつついいててはは、、原原子子力力安安全全・・保保安安院院液液化化石石油油ガガスス保保安安課課（（���������	
�））
又又ははガガスス安安全全課課（（������������））ままででおお願願いいししまますす。。

・煙突の先端部には蓋や障害物等はないか
□異常なし □異常あり

・煙突からの排気が居室内に流れ込んでいないか
□異常なし □異常あり

４４．．厨厨房房ややボボイイララーー室室のの換換気気状状況況
・窓、開口部等により換気（給気及び排気）が可能な構造になっているか

□異常なし □異常あり
・換気設備に目詰まり等はないか

□異常なし □異常あり

























宿

宿

大切な大切な
お知らせお知らせ
大切な大切な
お知らせお知らせ
大切な
お知らせ

ホテル・旅館等でホテル・旅館等で
ボイラー等をご使用中のみなさまへボイラー等をご使用中のみなさまへ
日頃からボイラー等の点検をお願いします日頃からボイラー等の点検をお願いします

ホテル・旅館等でホテル・旅館等で
ボイラー等をご使用中のみなさまへボイラー等をご使用中のみなさまへ
日頃からボイラー等の点検をお願いします日頃からボイラー等の点検をお願いします

ホテル・旅館等で
ボイラー等をご使用中のみなさまへ
日頃からボイラー等の点検をお願いします

ポイントポイント11ポイント1
台風・地震などの大規模災害の後、ボイラー等を使用する前に点検をお願いします

ボイラー等の煙突（排気筒）の
先端部に障害物、ゴミ等は
ありませんか

ポイントポイント22
ボイラー等の煙突（排気筒）が
外れたり、隙間ができていま
せんか

ポイントポイント33
ボイラー等が設置されている
部屋の換気を行う窓や給気
口等に変化はありませんか

ポイントポイント44

ポイント2

ポイント3

ポイント4
ボイラー等のファンに作動不良
や従来にない異音、等の変化
がありませんか

簡易ボイラー等

このお知らせは経済産業省からの要請に基づき、お届けしております。

お問合せ先

これらの点検の結果、異常があった場合は使用を控えていただき、ボイラーメーカー、
メンテナンス会社、またはガス会社にご連絡ください。また、日常的な点検も合わせて
お願いいたします。

社団
法人日本ガス協会














